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	総則
	Ⅰ：インターネット広告掲載基準ガイドライン
	第1条 当社は原則として、広告主の表現の自由を束縛するものではないが、以下の各項目に該当する日本国憲法
	及び法律に反するような類の広告は掲載しない。
	第1項 責任の所在が明らかでないと判断される広告。
	第2項 内容及び、その目的が不明確な広告。
	第3項 広告内容に虚偽があるか、または誤認・錯誤されるおそれのある広告。
	第4項 公正・客観的な根拠なく最大級・絶対的表現を使用している広告。
	第5項 その他、その時々に施行されている各関係法規・条例・業界規制等に違反する広告。
	第6項 その他、メディアの品位を損なうと判断される広告。
	2. 公序良俗に関すること
	第2条 以下に掲げる類の公序良俗に反する表現内容のある広告は掲載を避けるものとする。
	第1項 犯罪を肯定・美化する表現・内容。
	第2項 性に関する表現等で、青少年の保護育成に反すると思われる表現・内容。
	第3項 醜悪、残酷な広告表現で、消費者に不快感を与えるおそれのある表現・内容。
	第4項 非科学的、迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える表現・内容。
	第5項 不良商法、詐欺的とみなされる表現・内容。
	第6項 誹謗中傷・人権侵害になる表現・内容。
	3. 著作権・商標権・肖像権等に関すること
	第3条 個人、団体の所有する以下の無体財産を侵害する広告については、これを掲載しない。
	第1項 氏名、写真、談話および肖像、商標、著作物等を無断で使用した広告。
	第2項 日本体育協会のアマチュア規定に反して、競技者または役員の氏名、写真、談話等を使用した広告。
	第3項 オリンピックや国際博覧会、赤十字協会におけるマーク、標語、呼称等を、正当な許可なく無断で使用した広告。
	第4条 以下のようなインターネット特有の仕組みや不都合により、消費者に困惑を与える場合には掲載を中止することがある。
	第1項 バナー広告等のリンク先については、あらかじめ各媒体社が運営するWebサイトが定める期限までに開設されていることを原則とするが、掲載開始後のリンク先及び内容の変更により不都合が生じた場合。
	第2項 バナー広告等のリンク先から媒体社サイトにブラウザの「戻る」ボタンで戻れないような細工が故意に施されている等の場合。
	5. 当社の判断によること
	第5条 その他、当社が、掲載するのが不適当であると判断した場合には、理由を述べずに、掲載を拒否することができる。

